
　　　　　　　　新潟市商品原動機付自転車の臨時運行標識に関する内規

　　新潟市市税条例（昭和３７年新潟市市税条例第２号。以下「条例」という。）第８７条の２　　

　の規定に基づき，商品原動機付自転車の臨時運行標識（以下「標識」という。）に関し必要な　　

　事項を定めるものとする。

　（標識を貸与する枚数）

　第１　条例第８７条の２第５項に規定する市長が定める枚数（標識を貸与する枚数）は，３枚　　

　 以内で自転車業者が申請した枚数とする。

　（標識を貸与する期間）

　第２　条例第８７条の２第６項に規定する市長が定める期間（標識を貸与する期間）は，昭和　　

　 ５７年１０月１日から昭和６０年９月３０日までとし，その後は３年毎に更新するものとする。

　　　 附　則

　　この内規は，昭和５７年１０月１日から実施する。


